
  

全 員 協 議 会 

 

日 時  令和元年１２月４日（水） 

午前９時３０分 

場 所  議場 

 

付議事項 

 

１ 議運決定事項について 

   

２ その他 
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第４、５回議運決定事項 
 

令和元年１１月２９日（金） 

 令和元年１２月 ４日（水） 

決定事項 

１ 令和元年第４回（１２月）定例会に関する事項について 

(1) 会期案について・・・資料１（当初議案及び追加議案） 

追加議案については、執行部から「取り急ぐ案件が生じたため、議案を

１０件追加提出したい」との申入れがあり、了承した。当該議案について

は、１２月１０日に上程となる。そのうち、早期議決を希望する議案第 

１１４号については、執行部から「国の要領改正の実施日である１２月

１４日以降に成年被後見人から印鑑の登録の申請があった場合に、市民の

権利侵害等にならないよう適正に対応するため、早期の議決についてお願

いしたい」との説明があり、委員会審査によっては早期議決を行えるよう

に日程を変更することを了承した。会期は、１２月４日（水）から１２月

２０日（金）までの１７日間とした。 

(2) 常任委員会の所管事務調査報告について 

民生福祉常任委員会の所管事務調査報告を１２月定例会初日の１２月４

日に行うこととした。 

(3) 各特別委員会の委員の選出について 

 ア 広報特別委員会 ９人 

   ・総務文教 笹木慶之、河野朋子、山田伸幸 

・民生福祉 大井淳一朗、河﨑平男、松尾数則 

・産業建設 岡山明、恒松恵子、藤岡修美 

 イ 広聴特別委員会 １１人 

   ・総務文教 伊場勇、奥良秀、中岡英二、長谷川知司 

・民生福祉 水津治、杉本保喜、吉永美子 

・産業建設 中村博行、髙松秀樹、宮本政志、森山喜久 

 ウ 山口東京理科大学調査特別委員会 ９人 

所期目的未達のため委員会を継続する。構成委員も継続するため、正
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副委員長も継続する。 

   ・総務文教 奥良秀、笹木慶之、山田伸幸 

・民生福祉 松尾数則、吉永美子 

・産業建設 髙松秀樹、中村博行、藤岡修美、森山喜久 

エ 委員変更の流れ 

 ○１２月３日 広報特別委員及び広聴特別委員については、全員が辞任

届を提出し、議長が許可した。 

○１２月４日 本会議にて、特別委員の選任を行う。 

         本会議を終了後、正副委員長の互選を行う。 

  以上、アからエまでを確認した。 

(4) 宇部・山陽小野田消防組合議会議員の辞職等について 

  １１月２９日付けで、杉本保喜議員から宇部・山陽小野田消防組合議会

議員の辞職願が提出され、１２月３日付けで消防組合議会議長が辞職を許

可したこと、あわせて、本日本会議冒頭での発言の申出が議長宛てにあっ

たため許可したことの報告が議長からあった。なお、同組合議会から議員

推薦が届き次第、速やかに選挙を行うことを確認した。 

(5) 請願書の取扱いについて 

  ・有帆団地市営アパートの給水改善についての請願書   （産業建設） 

(6) 議事日程案について・・・資料２ 

(7) 陳情・要望書等の取扱いについて 

・令和２年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 

（総務文教） 

  ・「生涯現役社会」を実現するシルバー人材センターの決意と支援の要望 

（産業建設） 

  ・人権侵害に対する救済の申立           （取り扱わない） 

・「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求め 

る陳情書                      （産業建設） 

・令和２年度税制改正に関する提言について       （総務文教） 

  ・市議選の公職選挙法事件の有罪判決を受けて杉本議員自身の説明責任と

議会の対応について要望書              （議会運営） 
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(8) 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について 

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の採択等について 

（依頼） 

議会運営委員会で検討する。 

 

２ 一般質問のあり方に対する申し入れ書・・・資料３ 

  会派に持ち帰って検討することとした。 

 

３ 委員会開催中における追加資料の請求について 

  委員会提出資料は、執行部において市長の決裁を取ってから提出されてい

ることから、委員会審査の途中に資料が必要になった場合も、議会に提出す

る資料であること、市のホームページにも掲載するということで、とても重

要なものであるということから、市長決裁を取ってから委員会に提出するこ

ととしたいとの申出が執行部からあり、了承した。あわせて、事前の提出資

料の準備をしっかりしてもらうことを執行部に依頼することとした。 

 

４ 議会基本条例検証シートについて・・・資料４ 

  検証シートは、各項目のところに記述欄を設けて、そこで表記する形に修

正する。修正後、全議員へ送付し、１月上旬までに評価を提出してもらう。

２月上旬ぐらいまでに検証を行い、条例改正が必要となれば、令和２年３月

定例会に改正案を出す。以上を決定した。 

 

５ その他 

(1) 全員協議会の開催日 

１２月４日（水）午前９時３０分から、議運決定事項の報告を行う。 
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令和元年第４回（１２月）定例会議案名 

 

１ 市長提出議案（議案２０件、報告１件） 

○総務文教常任委員会所管（２件） 

 (1) 議案第９４号 山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                           （人事） 

(2) 議案第１０４号 埴生地区複合施設整備事業（建築主体工事）請負契約

の一部変更について                  （社会教育） 

 

○民生福祉常任委員会所管（６件） 

(1) 議案第８７号 令和元年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について                    （国保） 

(2) 議案第８８号 令和元年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第

２回）について                      （高齢） 

(3) 議案第８９号 令和元年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）について                   （国保） 

 (4) 議案第９２号 令和元年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）

について                         （病院） 

(5) 議案第９５号 山陽小野田市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例の制定について                （市民） 

(6) 議案第９６号 山陽小野田市障害福祉サービス事業所条例の一部を改正

する条例の制定について                  （障害） 

 

○産業建設常任委員会所管（１１件） 

(1) 議案第８６号 令和元年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算

（第１回）について                    （都市） 

(2) 議案第９０号 令和元年度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計補正

予算（第１回）について                  （農林） 

(3) 議案第９１号 令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補

正予算（第３回）について                 （公営） 

資料１ 
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(4) 議案第９３号 令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第１

回）について                       （下水） 

(5) 議案第９７号 山陽小野田市工場設置奨励条例の一部を改正する条例の

制定について                       （商工） 

(6) 議案第９８号 山陽小野田市道路の構造の技術的基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について              （土木） 

(7) 議案第９９号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について                        （都市） 

(8) 議案第１００号 山陽小野田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定

について                         （建築） 

(9) 議案第１０１号 山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例

の制定について                      （水道） 

(10) 議案第１０２号 字の区域の変更について        （農林） 

(11) 議案第１０３号 町及び字の区域並びにその名称の変更について 

                           （都市） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（１件） 

(1) 議案第８５号 令和元年度山陽小野田市一般会計補正予算（第４回）に

ついて                          （財政） 

 

○報告（１件） 

 (1) 報告第７号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の業務実績

に関する評価結果報告について               （大学） 
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 追加議案分 

１ 市長提出議案（議案１０件） 

○総務文教常任委員会所管（３件） 

 (1) 議案第１１１号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当支給条例の一部を改正する条例の制定について      （人事） 

(2) 議案第１１２号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田

市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て                            （人事） 

(3) 議案第１１３号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制

定について                        （人事） 

 

○民生福祉常任委員会所管（４件） 

(1) 議案第１０６号 令和元年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予

算（第２回）について                   （国保） 

(2) 議案第１０７号 令和元年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算

（第３回）について                    （高齢） 

(3) 議案第１０８号 令和元年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２回）について                  （国保） 

 (4) 議案第１１４号 山陽小野田市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の制定について               （市民） 

 

○産業建設常任委員会所管（２件） 

(1) 議案第１０９号 令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計

補正予算（第４回）について                （公営） 

(2) 議案第１１０号 令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第

２回）について                      （下水） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（１件） 

(1) 議案第１０５号 令和元年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）

について                         （財政） 
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令和元年第４回（１２月）定例会議事日程 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

１２ ４ 水 

午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（事務報告） 

・広報及び広聴特別委員の選任について 

・常任委員会の所管事務調査報告 

・報告１件を報告及び質疑 

・議案２０件を一括上程、提案理由の 

説明、質疑及び委員会付託 

・請願１件の委員会付託 

本会議終了後 委員会 

・広報特別委員会 

・広聴特別委員会 

・一般会計予算決算常任委員会理科大 

 分科会 

１２ ５ 木 午前１０時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 

１２ ６ 金 午前１０時 委員会 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

１２ ７ 土  休 会  

１２ ８ 日  休 会  

１２ ９ 月  委員会 ・予備日 

１２ １０ 火 午前９時３０分 本会議 

・一般質問（４人） 

・議案１０件を一括上程、提案理由の 

説明、質疑及び委員会付託 

資料２ 
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１２ １１ 水 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １２ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １３ 金 午前９時３０分 本会議 

・一般質問（４人） 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

１２ １４ 土  休 会  

１２ １５ 日  休 会  

１２ １６ 月  休 会  

１２ １７ 火  休 会 （議事整理のため） 

１２ １８ 水 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 

１２ １９ 木  休 会 （議事整理のため） 

１２ ２０ 金 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・閉会中の調査事項について 
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○山陽小野田市議会基本条例自己評価シート 

 

本市議会基本条例の検証を行うため、各議員において自己評価を行います。

次の各項目について記載をしてください。 

 

■基本理念である前文を変更する必要があるかについて、「ある」・「ない」のい

ずれかを丸で囲んでください。また、「ある」とした場合、自由記述欄にその旨

を記載してください。 

・前文を変更する必要はないか。 ある ・ ない 

 

前文 

地方分権の推進により、地方のことは地方で決定し、自らの責任で行政運営がで

きる時代となり議会の果たすべき役割も大きくなってきました。 

そのような時代にあって、市民による厳粛な信託によって選ばれた市長と議会

が、それぞれの特性を生かして、牽制や協調を重ねていくという二元代表制の下、

市民福祉の増進と市勢の発展を目指すために、共に考え、汗を流す必要がありま

す。 

議会は、市の唯一の議事機関として、行政運営に対して評価・監視機能を十分に

発揮するとともに政策立案機能を強化しなければなりません。さらに今後は、ま

ちづくりの主体である市民の多様な意見を的確に市政に反映させるため、透明

性のある議会、開かれた議会を実現し、市民から信頼される議会になることが求

められています。 

また、議員は市民の代表者であることを自覚し、崇高な政治倫理の下、お互いに

研さんに努め市民の負託に応えなければなりません。 

これらのことを実現するために、山陽小野田市議会は、議会、議員の活動原則並

びに議会と市民及び市長等との関係など基本的な事項を定めた議会の最も尊重

すべき規範である山陽小野田市議会基本条例を制定します。 

 

 

 

 

資料４ 
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■各条の後に記載している評価事項についてその達成度を評価して、次のＡ～

Ｄを記載してください。また、意見等を記載する場合は、末尾にあります自由記

述欄に記載をしてください。 

達成度 

Ａ：達成した。 

Ｂ：ある程度達成した。 

Ｃ：まだ不十分である。 

Ｄ：取り組んでいない。 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会の基本的事項を定め、議会及び議員の役割を明確にし、

その責任を果たすことにより真の地方自治を実現し、市民の幸せと豊

かなまちづくりに寄与することを目的とします。 

・議会は、条例の目的を果たしているか。  

 

 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。 

（１） 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 

（２） 市民の多様な意見を把握し、市政に反映できるよう、市民参加の機会の

拡充に努めること。 

（３） 把握した市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努め

ること。 

（４） 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価

することにより信頼される議会を目指すこと。 

（５） 議会運営は、市民の関心が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行

うこと。 

・議会は、上記の原則に基づき活動しているか。  
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（議員の活動原則） 

第３条 議員は、市民の代表者であることを自覚し、次に掲げる原則に基づき活

動します。 

（１） 議会が言論の府であること及び二元代表制の一翼を担う合議制機関で

あることを十分認識し、積極的な議論をすること。 

（２） 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己

の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をす

ること。 

（３） 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体

の福祉の向上を目指して活動すること。 

・議員は、上記の原則に基づき活動しているか。  

 

（会派） 

第４条 議員は、会派を結成することができます。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で結成するものであ

って、政策立案及び政策提言に資するための調査研究に努めなければなりませ

ん。 

・会派は、政策集団として上記の目的を果たしているか。  

 

（会議の公開） 

第５条 議会は、本会議のほか委員会等を原則公開とします。 

・議会は、本会議のほか委員会等を原則公開しているか。  

 

（自由討議の保障） 

第６条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を

中心に運営します。 

２ 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長からの提出議案

並びに直接請求による議案、請願及び陳情に関して審議し、結論を出す場合、議

員相互間の論議を尽くして合意形成に努めます。 
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・議会は、議員相互の自由討議を中心に運営し、結論を出す場合、

論議を尽くして合意形成に努めているか。 

 

 

（議決事件の追加） 

第７条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法第９６条第２項

の規定に基づき議会の議決事件を積極的に追加します。 

２ 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定めま

す。 

・議会は、議決事件を積極的に追加しているか。  

 

（議案及び関連資料の公開） 

第８条 議会は、市民に対し情報を公開することを積極的に進めるため、本会議

のほか委員会等で用いた議案及びその関連資料は、積極的に公開します。 

・議会は、議案及び関係資料を積極的に公開しているか。  

 

（政策討論会の開催） 

第９条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題に対して、共通認識及び合意

形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策討論会を開催し

ます。 

２ 政策討論会に関することは、別に定めます。 

・議会は、上記の目的を達成するため政策討論会を開催している

か。 

 

 

（行政運営の検証） 

第１０条 議会は、決算審査に当たって、市長その他執行機関（以下「市長等」

といいます。）が執行した事業等の評価（以下「議会の評価」といいます。）を行

います。 

２ 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価を市長に明確に示します。 

３ 市長は、議会の評価を予算に十分反映させるよう努めなければなりません。 
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・議会は、決算審査に当たって議会の評価を行っているか。  

 

第３章 本会議における基本原則 

（一般質問） 

第１１条 議員は、一般質問を行う権利を有します。 

２ 一般質問は、行財政全般にわたって、市長等に疑義をただし、所信の表明を

求めるのみならず、政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせ

ることを目的とするものにしなければなりません。 

３ 一般質問における論点と回答は、これを公開します。 

・議員は、条文の趣旨に沿って一般質問を行っているか。  

 

（反問権） 

第１２条 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問を受けたとき

は、その論点を明らかにするため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、

当該議員に対し反問することができるものとします。 

・市長等は、条文の趣旨に沿って反問権を行使しているか。  

 

（質疑） 

第１３条 議案等に対する質疑は、疑義を解明するために行い、その内容につい

てはあくまで総括大綱的なものにとどめます。 

・議案に対する質疑は、あくまで総括大綱的な内容にとどめてい

るか。 

 

 

第１４条 委員長報告に対する質疑は、委員長に対し疑義をただすために行い

ます。 

２ 修正案が提出された場合は、執行上の問題について、市長等に対し質疑をす

ることができます。 

３ 委員長が市長等の答弁を誤って述べた場合は、市長等からの訂正を求める

発言を認めるものとします。 
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・委員長報告に対する質疑は、疑義をただすために行っているか。  

 

（委員長報告） 

第１５条 委員長報告は、委員外の議員が意思決定するときの判断材料として

必要な情報を提供するため、そして審査状況を市民に知らせるために審査の概

要と結果及びその論点を明らかにし、詳細に要領よく行います。 

２ 委員長報告概要は、議場に配布します。 

・委員長報告は、概要等を明らかにし、詳細に要領よく行われて

いるか。 

 

 

（賛否の公開） 

第１６条 議案等における賛否は、これを原則公開します。 

・議案等における賛否は原則公開しているか。  

 

第４章 委員会における基本原則 

（委員会の運営） 

第１７条 委員会は、議案等の審査のみならず、様々な市政の課題に迅速かつ的

確に対応するため、その所管に関する事務の調査を機動的に実施するとともに、

委員会の専門性と特性を生かし、その機能を十分発揮するよう運営します。 

・委員会は、所管事務調査を機動的に実施し、専門性と特性を生

かして、その機能を十分発揮しているか。 

 

 

（審議における論点情報の形成） 

第１８条 委員会は、提案される重要な政策、施策、計画等（以下「政策等」と

いいます。）について、議会審議における論点に係る情報を形成し、議論の水準

を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる

事項について明らかにするよう求めます。 

（１） 政策等の提案に至った経緯、理由及び期待される効果 

（２） 他の自治体の類似する政策等との比較検討 
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（３） 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容 

（４） 総合計画との整合性 

（５） 関係法令及び条例等 

（６） 財源措置及び将来にわたるコスト計算 

・委員会は、議会審議における論点情報を形成し、提案者に対し

て上記の事項を明らかにするよう求めているか。 

 

 

第５章 市民と共に行動する議会 

（市民懇談会の実施） 

第１９条 議会は、市民と議員が自由に意見や情報を交換するために市民懇談

会を実施します。 

２ 市民懇談会に関することは、別に定めます。 

・議会は、上記の目的を達成するために市民懇談会を実施してい

るか。 

 

 

（請願者及び陳情者の意見陳述） 

第２０条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、

その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければなりませ

ん。 

・議会は、請願等の審議において提案者の意見を聴く機会を設け

ているか。 

 

 

（公聴会及び参考人制度の活用） 

第２１条 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会における参考人

制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的な識見等を議会の討

議に反映させます。 

・議会は、参考人制度及び広聴会制度を活用しているか。  

 

（附属機関の設置） 
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第２２条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に

条例で定めるところにより、附属機関を設置することができます。 

・議会は、必要があると認めるときは、附属機関を設置している

か。 

 

 

（議会広聴の充実） 

第２３条 議会は、多様な広聴手段を活用することにより、市民の意見を把握し、

市政に反映させるため、議会広聴活動に努めます。 

・議会は、多様な広聴手段を活用し、市民の意見を把握し、市政に

反映させているか。 

 

 

第６章 説明責任を果たす議会 

（議会報告会の実施） 

第２４条 議会は、市民に対する説明責任を果たすため、議会で行われた審議内

容等を説明する議会報告会を年２回以上行います。 

２ 議会報告会に関することは、別に定めます。 

・議会は、説明責任を果たすため、議会報告会を年２回以上行っ

ているか。 

 

 

（情報の公開） 

第２５条 議会及び議員は、市民への情報提供等を図るため次の各号に掲げる

事項について公開します。 

（１） 本会議会議録 

（２） 委員会記録 

（３） 全員協議会記録 

（４） 委員会報告書 

（５） 視察報告書 

（６） 議長交際費 

（７） 政務活動費 

（８） 議会スケジュール 
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（９） その他議長が必要と認めたもの 

・議会は、上記の各号に掲げる事項について公開しているか。  

 

（議会広報の充実） 

第２６条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、分かり

やすく情報を提供します。 

２ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、

多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めます。 

・議会は、分かりやすい情報を提供し、多くの市民が議会と市政

に関心を持つよう議会広報活動に努めているか。 

 

 

第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等 

（政治倫理） 

第２７条 議員は、市民の代表者として、その倫理性を常に自覚し、品位を保持

し、識見を養うよう努めなければなりません。 

２ 議員の政治倫理の規範については、条例で別に定めます。 

・議員は、市民の代表者として倫理性を常に自覚し、品位を保持

し、識見を養うよう努めているか。 

 

 

（議員定数） 

第２８条 委員会又は議員が議員定数の条例改正を提案する場合は、行財政改

革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を考慮の上、専門的

知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付す

ものとします。 

２ 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題を考慮し検討する

ものとします。 

・委員会又は議員が議員定数の条例改正を提案する場合は、様々

な要素を考慮の上、専門的知見などを十分に活用し、明確な改正

理由を付すものとしているか。 
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（議員報酬） 

第２９条 委員会又は議員が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知

見並びに参考人制度及び公聴会制度などを十分に活用し、明確な改正理由を付

すものとします。 

・委員会又は議員が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門

的知見などを十分に活用し、明確な改正理由を付すものとしてい

るか。 

 

 

（政務活動費） 

第３０条 委員会又は議員が政務活動費の条例改正を提案する場合は、専門的

知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付す

ものとします。 

２ 会派の代表者及び会派に属さない議員は、山陽小野田市議会政務活動費の

交付に関する条例（平成１７年山陽小野田市条例第１３号）第２条の規定により

調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けたときは、会計

帳簿、領収書等を整理し、その使途の透明性を確保します。 

・委員会又は議員が政務活動費の条例改正を提案する場合は、専

門的知見などを十分に活用し、明確な改正理由を付すものとして

いるか。 

 

・会派の代表者及び会派に属さない議員が政務活動費の交付を受

けたときは、会計帳簿等を整理し、その使途の透明性を確保して

いるか。 

 

 

第８章 議会事務局等の体制整備 

（議会事務局） 

第３１条 議長は、議会の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局

の調査及び法務機能の充実強化を図らなければなりません。 

・議長は、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図ってい  
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るか。 

 

（議会図書室） 

第３２条 議長は、議会の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正

に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努め、市民もこれを利

用できます。 

・議長は、議会図書室を適正に管理運営し、その図書、資料等の充

実に努めているか。 

 

 

第９章 他の条例等との関係及び見直し手続 

（他の条例等との関係） 

第３３条 この条例は、市議会の基本となる事項を定める条例であり、市議会に

関する他の条例等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重

しなければなりません。 

・市議会に関する他の条例等を制定する又は改廃するときは、こ

の条例の趣旨を十分に尊重しているか。 

 

 

（条例の見直し等） 

第３４条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、議会運営委員会

において２年ごとに検証します。 

２ 前項の検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含め適切な措置

を速やかに講じます。 

３ 議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行います。 

・議会は、基本条例の目的が達成されているか否かを２年ごとに

検証し、改選後速やかに基本条例の研修を行っているか。 

 

 

議員名：           
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【自由記述欄】 

条 項 意     見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

議会基本条例検証工程 

事 項 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

定例会 

 

     

 

議会運営委員会での 

評価シート検討 

 

 

     

    

 

評価シートを各議員に 

配布・記入 

 

     

 

評価シート集計 

 

     

 

議会運営委員会での 

検証 

 

     

条例改正が必要な場合

は、条例案検討・作成 

 

    

３月定例会に提出 

 

 


